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狩猟事故  ･  違反の防止!! 

 
 
 

安全で適正な狩猟をするために 
 

○ 出猟の際は、目立つ服装にしてください。 

○ 銃猟を行う際は、矢先の安全を必ず確認してください。 

○ 猟具の安全管理を徹底し、銃器・銃弾の取扱いに注意してください。 

○ 転倒・転落事故を防止するため、頭上や足下に注意してください。 

○ 無理な行動を避け、猟友との連絡を密にとるようにしてください。 

○ 捕獲物の残滓（ざんし）は原則、持ち帰るようにしてください。 

○ 北海道では、鉛弾（粒径７mm 未満除く）の使用・所持を禁止しています 

（所持の禁止はエゾシカ猟に限る）。 

○ 違法捕獲等を発見したときは、お近くの警察署・（総合）振興局へ 

   通報・連絡してください。 
 

 出猟の際は、鳥獣保護区等位置図（地図編、別冊編）を 

携行してください。 
 
 
 

北 海 道 
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令和７年度（202５年度）鳥獣保護区等位置図（別冊編）

○ 鳥獣保護区等位置図は、鳥獣保護区等の区域を掲載した「地図編」と鳥獣保護

区等の告示文や注意事項等を掲載した「別冊編」がセットになっています。

○ 狩猟の結果は、別冊編に添付している「狩猟報告」で報告してください。
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【 別 添 】 「令和７年度狩猟報告」用紙

・ エゾシカ用

・ アライグマ、キツネ、エゾライチョウ用

・ その他の鳥獣用

・ ヒグマ捕獲票


